
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mailからもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HPにてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2麹町 M-SQUARE 2Ｆ 
 
 
 

IoT・AI 関連ビジネスを取り入れる際に生じる 

法務課題・知財課題とその対応策 

 
２０１７年 １１月 １日（水） １４：００～１７：００ 

 企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 
自動運転やウェアラブルデバイス、ヘルスケア、スマートハウスなど、IoT や AI を用いたサービスに関する報道を目にしない日はないかと思います。その一方で、IoT ビ
ジネスはソフトとハードの融合により成り立っており、複数の事業者がそれぞれの得意分野の組合せにより提供されることも少なくなく、プレイヤー間のアライアンスは重
要な位置を占めています。更に IoT・AI ビジネスでは、データ等の収集する際の法的障壁や、AI がビッグデータを利用して学習する過程で生じるデータの権利処理、
AIにより創造された創作物の権利帰属、そしてそもそも AIそれ自体に関する知的財産の取扱いなど、AIを巡っては慎重な判断が求められる法的問題点が少なくあり
ません。本セミナーでは、IoT や AI を用いてビジネスを展開するうえで、どのようなルールがあるのか、そして契約等を通じてどのようなルールづくりをしていけばよいの
かについて、事例を踏まえながら解説をしていきます。 

171885-0303  IoT・AI関連ビジネスの法務課題・知財課題と対応策 

 

GVA法律事務所   
弁護士 恩田 俊明氏 

2005年東京都立大学法学部卒業、2008年駿河台大学法科大学院修
了、2009年最高裁判所司法研修所入所 2010年松尾千代田法律事
務所入所、2012年工藤一郎国際特許事務所入所、2015年、GVA法
律事務所入所、現在に至る、主な業務は知的財産権関連法務（特
許、意匠、商標、ノウハウ、著作権等）、IT関連法務を担当 

 

 

GVA法律事務所  
弁護士 小名木 俊太郎氏 

2008年慶應義塾大学法学部卒業、2011年明治大学法科大学院卒
業、2011年最高裁判所司法研修所入所、2012年八重洲総合法律
事務所入所、2013年東証一部上場企業法務部へ出向、2016年GVA
法律事務所入所、主な業務は企業法務（契約書・意見書の作成、
労働関係の対応、取引先との紛争対応、行政対応等）を担当 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

 

税込・資料代含 

開催にあたって 

１．IoT・AIビジネスの概要 
（１）IoT の構造 
   ・レイヤーと業界による法規制やリスクの違い 
   ・IoT サービスの特殊性 

   （２）IoT が抱える法的課題 
      ・プライバシーの問題 
      ・「透明性」の確保という問題 
      ・データの帰属・利用の問題 
      ・データ収集に対する同意を促進させる取組み 
   （３）IoT における AI の重要性 
  ２．ユーザーとの契約関係 
   （１）IoT の利用規約 
      ・クリックスルー問題 
      ・規約例の紹介 
   （２）プライバシーポリシー 
   （３）IoT デバイスの保証書  

３．他社とのアライアンスを巡る法律関係 
   （１）共同開発契約 
   （２）業務提携契約 
   （３）ライセンス契約 
  ４．IoTに占める AIの重要性 
   （１）AI の仕組み 
   （２）フェーズごとの権利処理の特徴 
   （３）AI による創作物の取扱い 
   （４）AI ビジネスのリスクと対応 
   （５）AI ビジネスの具体例 

５．IoT・AI関連ビジネスの知財戦略 
   （１）IoT・AI ビジネスに含まれる知財シーズ 
   （２）効果的な知財化・権利行使・防御の仕方 
   （３）先行プレイヤーの知財事例の紹介 
   （４）知財を巡る制度改定の動向 
 

 

※当日は最新情報を盛り込む関係上、講義内容を若干変更する可能性がございます。 

※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 
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